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4年に一度2月29日まである「うるう年」があるのです。4年に一度1日
多くすることにより太陽の周期と調整しているのですが、それでは少
し増やしすぎなので、例外として「100で割り切れて400で割り切れな
い年」2100・2200・2300年は4で割り切れるが、「うるう年」にはな
らないのです。
気になる方はぜひ携帯のカレンダーなどで確認してみてください！

まだまだ冬というのに暖かい日が続い
ていますが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。

今、新型感染症が流行していますので、
外出する際は必ずマスクをし、できる
だけ人込みを避けましょう。

今月の税務
2月10日（月）
・1月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月17日（月）
・令和元年度 確定申告開始日

3月2日（月）
・12月決算法人の申告と納付
・6月決算法人の中間申告と納付
・3・6・9月決算法人の中間申告と納付
・1月分社会保険料の納付

お知り合いの方に是非ご紹介ください！
令和元年度分 確定申告
確定申告早期予約キャンペーン！
確定申告が20,000円～
決算や申告もお任せ！

年1決算もお任せ！
確定申告・決算の駆け込み・
丸投げOK！
初めての方でも親身にサポート
いたします！

確定申告が始まります！
2月17日～3月16日が確定申告の期日です！

確定申告が必要な方

・個人事業主の方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を2ヶ所以上から受けていている人
・給与を1ヶ所から受けていて、その他に不動産収入、
配当収入、年金収入の合計が20万円を超える方

・初めて住宅ローン控除を受ける方
・医療費控除を受ける方
・ふるさと納税をされた方で「ふるさと納税ワンストップ特例制
度」を利用していない方

当てはまるかどうか不安な方は是非ご連絡ください！

うるう年



編集後記

1月19日にスノーボードに行ってきました！
去年は一度も行けなかったので2年ぶりですごく楽しみでした。
岐阜のダイナランドに行ったのですが、今年は暖冬の影響で積雪が少なく
コースも一部滑走可でした。
朝6時にOPENでリフトに乗り、山頂へ行くと雪山の間から朝日が昇り、
真っ白な雪に朝日が反射しすごくきれいで、そこに流れる曲はもちろん広
瀬香美です！一気にテンションが上がります。
暖冬で人も少なく広大なゲレンデを独り占めするかのように颯爽とすべっ
たり、大胆にこけたり、とても満喫しました！
ウィンタースポーツの人口が減り、暖冬も相まって閉鎖するゲレンデが増
えました。悲しいです。
ウィンタースポーツが絶頂期だった時代がもう一度来ればいいのになと
願ってます。皆様も行きたくなりましたか？
まだ間に合うのでゲレンデに遊びに行きましょう！

平成27年の相続税の改正による基礎控除額の縮小の影響もあって被
相続人数（死亡者数）に対する相続税の申告割合は、改正前の平成
26年が4.4％であったのに対し平成30年では8.5％となり、相続税の課
税対象となるケースが2倍近くに増加しています。
相続税は、納税額が高額になりがちで相続した財産で納付をする必
要がでてくることもしばしばです。その場合、相続財産の分割を円
滑に進めることが重要となります。
そのために有用な手続きとして被相続人による遺言書の作成があげ
られます。

遺言書の主な種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証
書遺言の3種類があります。では、それぞれの遺言について見ていき
ます。

①「自筆証書遺言」とは文字通り遺言者本人が、自分でペンと紙を用いて遺言書
を作成するもので遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆し押印することで遺
言としての効力を認められるものです。一番手軽で費用も掛かりませんが、紛失
の危険性や遺言書の内容が曖昧だと無効になる可能性があります。

②「公正証書遺言」とは2人の証人の立会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を
聴きとりながら作成する遺言書です。作成した遺言書は、公証人役場で保存され
ます。
専門家のもとで法律の規定に従い遺言者と確認を取りながら作成する遺言書であ
るため確実に有効な遺言書の作成方法といえます。しかし、公正証書遺言の作成
には相続財産の価額に応じて手数料が必要となるというデメリットもあります。

③「秘密証書遺言」とは、遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して
公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式です。公正証書遺言と
は違い遺言の内容は、公証人及び証人には公開せず遺言書が存在するという事実
だけを確実にするものです。この遺言書も自筆証書遺言と同様に遺言書の内容が
曖昧だと無効になる恐れがあります。また、秘密証書遺言の手続きには費用がか
かります。

それぞれの形式で長所・短所がありますが、「相続」が「争族」に
ならないためにも遺言書の作成を考えることも今後は、重要になり
そうです。

遺言のお話 本町製麺所 阿倍野卸売工場
中華そば工房

以前に一度紹介したのですが、今回は限定メニューの
「練り胡麻合わせ味噌そば」をいただきました。
味噌と胡麻というとタンタンメンを想像させますが、全
く別でさっぱりしていて、麹を使っているのでスープの
深みが抜群です。山椒をお勧めしていて、かけてみると
一気に味が締まります。少しとろみのあるスープと平打
ち麺との相性もとてもいいです。
他のラーメンにはレアチャーシューがトッピングされて
いるのですが、味噌ラーメンに合わせてほろほろチャー
シューがトッピングされてます。半熟卵も最高です。
皆様もぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか？


